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休
日
に
関
す
る
規
則

（
平
成
五
年
一
月
二
十
二
日
規
則
第
五
十
四
号
）

（
休
日
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
は
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
（
以
下

「
連
合
会
」
と
い
う

）
の
休
日
と
し
、
連
合
会
の
執
務
は
、
原

。

則
と
し
て
行
わ
な
い
。

一

日
曜
日
並
び
に
毎
月
の
第
二
土
曜
日
及
び
第
四
土
曜
日

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十

八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に

掲
げ
る
日
を
除
く

）
。

２

前
項
の
規
定
は
、
連
合
会
の
休
日
に
連
合
会
が
そ
の
所
掌
の
事

務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
期
限
の
特
例
）

第
二
条

連
合
会
に
対
す
る
請
求
、
届
出
そ
の
他
の
行
為
の
期
限
で

会
則
、
会
規
又
は
規
則
を
も
っ
て
定
め
る
も
の
が
連
合
会
の
休
日

に
当
た
る
と
き
は
、
連
合
会
の
休
日
の
翌
日
を
も
っ
て
そ
の
期
限

と
み
な
す
。
但
し
、
会
則
、
会
規
又
は
規
則
に
別
段
の
定
め
が
あ

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

附

則
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こ
の
規
則
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


